
掲示第２１号 

公 募 公 告 

 

下記のとおり公告します。 

 

記 

１ 公募に付する事項 

佐世保港湾合同庁舎において使用する都市ガス需給 

２ 契約期間 

令和８年４月の検針日の翌日から令和９年４月の検針日まで 

３ 参加資格 

(1)予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又

は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由が

ある場合に該当する。 

(2)予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

(3)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行

が確保されている者であること。 

(4)各省各庁から指名停止等を受けていない者（支出負担行為担当官が特に認める者を含む。）

であること。 

(5)仕様書の条件を全て満たしていること。 

(6)ガス事業法第３条の規定に基づきガス小売事業者として登録を受けた者であること。 

４ 参加要領の交付日時及び場所 

令和８年２月２日（月）から令和８年２月２０日（金）まで 

０９時００分から１２時００分、１３時００分から１７時００分 

ただし、土・日・祝日の交付は行わない。 

（交付場所）〒850-0862 長崎県長崎市出島町１番３６号 

長崎税関総務部会計課営繕係（３階）乃美、神﨑 

※説明等を受ける際は、必ず事前に電話にて予約をしたうえで説明を受けること。 

５ 公募参加申込書等の提出期限等 

（1）提出期限 令和８年２月２４日（火）１７時００分まで 

（2）提出先  上記４に同じ 

（3）提出方法 持参、郵送（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る） 

（4）公募参加申込書の書式 募集要領に定める様式により作成すること。 

６ 公募参加申込書の審査 

     期限までに提出された公募参加申込書については、公募要件を満たすかどうかについて審査を行

うこととし、審査結果は、令和８年２月２６日（木）１７時００分までに通知する。 

     なお、審査に当たっては、記載内容について提出者に問い合わせすることがあるので、公募参加申

込書提出後、審査結果通知期限までは、問い合わせに適切に対応できるようにすること。提出者

が問い合わせに応じないとき、又は提出者と連絡が取れないときは、公募要件の確認ができない

ため、公募要件を満たさないと判定することがある。 

７ 契約者の決定方法 

    公募要件を満たすと認められる参加希望者が複数者いる場合にあっては、入札を行い、また、一

者であった場合は、その者との随意契約による手続を行うことを予定している。 

８ 申込書の無効 

    本公告に示した資格のない者の提出した参加希望書類は無効とする。 

 

令和８年２月２日 

                    支出負担行為担当官 

                    長崎税関総務部長  飯野 真五 


